
 

報告第５号 

 

臨時代理の報告について 

 

東広島市教育委員会教育長事務委任規則（平成２０年東広島市教育委員会規則第２

号）第４条第１項の規定により臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 

令和７年２月２１日提出 

 

東広島市教育委員会 

教育長  市  場  一  也    

 

１ 臨時代理の理由 

  令和７年第１回東広島市議会定例会に提出する次の議案について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定によ

り、市長から意見を求められたが、同意することについて、緊急を要し、かつ、教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかったため、臨時に代理したので、この

事項について報告するものである。 

 

２ 臨時代理の内容 

  令和６年度東広島市一般会計補正予算（第７号）（教育委員会関係分） 

 

３ 臨時代理年月日 

令和７年２月７日 

 

４ 根拠法令 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分

その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を
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作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

東広島市教育委員会教育長事務委任規則 

第４条 法第２５条第１項に基づき、教育長は、法第２５条第２項各号及び第１条

各号に掲げる事務について、緊急を要する事案で、かつ、教育委員会の会議を招

集する時間的余裕がないと認めるとき、又は当該会議が成立しないときは、当該

事務を臨時に代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その事項を次の教育委員

会の会議に報告しなければならない。 
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令和６年度東広島市一般会計補正予算（第７号）　（学校教育部・こども未来部(幼稚園)関係分）

１　歳入歳出予算の補正

（１）歳入 （単位：千円）

款　項　目 補正額

１６款　国庫支出金

１項　国庫負担金

３目　教育費国庫負担金 ▲ 17,301 ▲ 17,301

２項　国庫補助金

７目　教育費国庫補助金 ▲ 6,457 ▲ 6,457

１７款　県支出金

２項　県補助金

８目　教育費県補助金 ▲ 2,808 部活動指導者配置事業県補助金 ▲ 2,808 交付決定による減額

２０款　繰入金

１項　繰入金

２目　基金繰入金 ▲ 9,881 地域振興基金繰入金（ふるさと寄附金） ▲ 9,881 実績見込による減額

２２款　諸収入

５項　雑入

３目　雑入 10,809 広島大学負担金 10,600 派遣職員給与費

▲ 555

学校給食費（過年度分） 764

２３款　市債

１項　市債

７目　教育債 ▲ 14,700 ▲ 3,900 交付決定による減額

▲ 10,800 交付決定による減額

合　　　　計 ▲ 40,338

（２）歳出 （単位：千円）

款　項　目 補正額

１０款　教育費

１項　教育総務費

１目　教育委員会費 ▲ 75 教育委員会運営事務 ▲ 75 執行見込による減額

２目　事務局費 ▲ 7,541 職員給与 ▲ 5,500 執行見込による減額

教育委員会事務局管理事務 ▲ 1,611 執行見込による減額

学事管理事務 ▲ 430 執行見込による減額

３目　教育推進費 ▲ 68,009 教育交流事業 ▲ 331 執行見込による減額

学校教育推進事業 ▲ 488 執行見込による減額

学校の元気応援事業 ▲ 9,435 執行見込による減額

部活動等支援事業 ▲ 8,984 執行見込による減額

科学の芽育成事業 ▲ 500 執行見込による減額

外国語教育推進事業 ▲ 12,652 執行見込による減額

学校図書館運営事業 ▲ 432 執行見込による減額

学校保健事業 ▲ 10,793 執行見込による減額

生徒指導推進事業 ▲ 3,501 執行見込による減額

未来の学び推進事業 ▲ 14,681 執行見込による減額

学校支援センター運営事業 ▲ 878 執行見込による減額

小中一貫教育推進事業 ▲ 1,154 執行見込による減額

特別支援教育推進事業 ▲ 116 執行見込による減額

▲ 4,064 執行見込による減額

２項　小学校費

１目　学校管理費 ▲ 24,218

小学校情報機器管理事業 執行見込による減額

小学校運営事業 ▲ 10,020 執行見込による減額

小学校通学支援事業 執行見込による減額

２目　教育振興費 ▲ 33,873 ▲ 4,700

小学校教育支援者配置事業 ▲ 29,173

３目　学校建設費 ▲ 15,512 小学校施設整備事業

３項　中学校費

１目　学校管理費 ▲ 10,050 中学校情報機器管理事業 ▲ 3,600

中学校運営事業 ▲ 5,450 執行見込による減額

中学校通学支援事業 ▲ 1,000

２目　教育振興費 ▲ 22,297 中学校就学支援事業 ▲ 5,000

中学校教育支援者配置事業 執行見込による減額

３目　学校建設費 ▲ 5,306 中学校施設整備事業 執行見込による減額

４項　幼稚園費

１目　幼稚園費 ▲ 3,234 幼稚園管理運営事業 ▲ 3,234 執行見込による減額

６項　保健体育費

２目　体育施設費 ▲ 4,150 学校体育施設開放事業 ▲ 4,150 執行見込による減額

３目　給食センター費 1,640 学校給食管理運営事業 ▲ 2,105 執行見込による減額

学校給食センター管理運営事業 3,745 2,950

924

執行見込による減額（安芸津）　 ▲ 129

合　　　　計 ▲ 192,625 （うち職員給与） ▲ 5,500

執行見込による増額及び減額（東広島）

執行見込による増額及び減額（西条）

執行見込による減額

▲ 15,512 執行見込による減額

執行見込による減額

執行見込による減額

執行見込による減額

▲ 17,297

▲ 5,306

小学校就学支援事業 執行見込による減額

事　業　名 内　　　容

外国につながる児童生徒への教育推進事業

小学校管理事業 ▲ 6,002 執行見込による減額

▲ 1,856

▲ 6,340

学校施設環境改善交付金（大規模改造） 交付決定による減額

外国語指導助手自己負担金 実績見込による減額

小学校施設整備事業債

中学校施設整備事業債

説　　　明 内　　　容

小学校新増築国庫負担金 交付決定による減額
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２　繰越明許費の補正

（１）追加 （単位：千円）

３　地方債の補正

（１）変更 （単位：千円）

起債の目的

義務教育施設整備事業

款　 項 事　業　名

限　　度　　額

補　正　前 補　正　後

2,102,100 2,087,400

１０　教育費 ２　小学校費 小学校施設整備事業 75,072
旧東志和小学校校舎及びプール等解体工事において、地中埋設
部など不可視部分における不測の事態が発生した場合への対応
を行う必要がある等のため。

金　　額 内　　　容
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１　歳入歳出予算の補正

（１）歳入 （単位：千円）

補正額

１６款　国庫支出金

２項　国庫補助金

１目　総務費国庫補助金 ▲ 11,000 ▲ 11,000 補助対象事業費の確定により、土地購入に係る補助の減額

１７款　県支出金

２項　県補助金

８目　教育費県補助金 ▲ 3,457 ▲ 3,457

２０款　繰入金

１項　繰入金

２目　基金繰入金 9,748 16,448 実績見込による増額

▲ 6,700 実績見込による減額

２２款　諸収入

５項　雑入

３目　雑入 ▲ 2,345 文化財発掘調査負担金 ▲ 2,345

２３款　市債

１項　市債

７目　教育債 ▲ 22,500 拠点施設整備事業債 ▲ 22,500

▲ 29,554

（２）歳出 （単位：千円）

補正額

１０款　教育費

５項　社会教育費

１目　社会教育総務費 ▲ 15,698 職員給与 ▲ 6,500 執行見込による減額

生涯学習管理事務 ▲ 1,210 執行見込による減額

成人式開催事業 ▲ 490 執行見込による減額

地域学校協働活動推進事業 ▲ 839 執行見込による減額

青少年健全育成事業 ▲ 1,332 執行見込による減額

児童青少年センター管理運営事業 ▲ 332 執行見込による減額

放課後子供教室運営事業 ▲ 4,995 執行見込による減額

２目　社会教育振興費 ▲ 7,473 生涯学習活動推進事業 ▲ 1,826 執行見込による減額

学びのキャンパス推進事業 ▲ 100 執行見込による減額

生涯学習施設管理運営事業 ▲ 5,447 執行見込による減額

豊かな学び創造事業 ▲ 100 執行見込による減額

３目　美術館費 ▲ 647 美術館管理運営事業 ▲ 647 執行見込による減額

４目　図書館費 ▲ 24,086 図書館管理運営事業 ▲ 24,086

５目　文化財保護費 ▲ 18,701 文化財保存活用事業 ▲ 1,609 執行見込による減額

文化財施設等整備事業 ▲ 123 執行見込による減額

埋蔵文化財調査事業 ▲ 2,945 執行見込による減額

出土文化財管理活用事業 ▲ 8,510 入札残及び執行見込による減額

歴史体験事業 ▲ 116 執行見込による減額

東広島市史編さん事業 ▲ 5,398 執行見込による減額

６項　保健体育費

１目　保健体育総務費 ▲ 2,153 職員給与 ▲ 1,000 執行見込による減額

スポーツ活動活性化事業 ▲ 1,179 執行見込による減額

スポーツ活動支援事業 26 基金利子額の確定に伴う増額

２目　体育施設費 ▲ 444 スポーツ施設管理運営事業 ▲ 444 執行見込による減額

▲ 69,202 ▲ 7,500

２　繰越明許費の補正

（１）追加 （単位：千円）

３　債務負担行為の補正

（１）変更 （単位：千円） （単位：千円）

期　間

限度額

土地購入が翌年度になったことによる減額

事　項

事業名 金　額 内　　　容

１０款　教育費 ５項　社会教育費 東広島市史編さん事業 8,174

交付決定による減額

地域振興基金繰入金（ふるさと寄附金）

小規模受託調査の実績に応じた減額

美術館学芸業務委託 人件費及び物価高騰に伴う執行見込による増額。

36,180 44,635

市史先行編の刊行を延期したことに伴い、印刷製本等業務委託料、執
筆等謝礼（報償費）を繰り越すもの。

令和６年度から
令和７年度まで

令和６年度から
令和７年度まで

内　　　容補正前 補正後

款　 項

令和６年度東広島市一般会計補正予算（第７号）　（生涯学習部関係分）

合　　　　計 （うち職員給与）

土地購入が翌年度になったことによる減額

合　　　　計

款　項　目 事　業　名 内　　　容

公共施設総合管理基金繰入金

款　項　目 説　　　明 内　　　容

都市再生整備計画事業国庫補助金

学校・家庭・地域連携協力推進事業県補助金
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